
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 

第３回 堺市がん対策推進委員会 資料 

 

 

 

日時：平成２５年１１月１３日（水）１４時から 

場所：堺市役所 本館６階 会議室     
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がん医療の充実と緩和ケアの推進 

 

１ がん医療の推進及び緩和ケアの推進 

条例 

（がん医療の推進） 

第９条 市は、大阪府及び専門的ながん医療を提供する医療機関と連携し、がん患者が等しくがんの病状に応じたがん医療を受けることができるよう、在宅医療を含めてその環境整備に努めるととも

に、質の高いがん医療を提供するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。 

(1) 厚生労働大臣が指定する地域がん診療連携拠点病院との連携 

(2) 大阪府が指定する大阪府がん診療拠点病院との連携 

(3) 前２号に掲げる病院とその他の医療機関等との役割分担及び連携 

(4) がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択するため、医療及び介護の提供体制の整備並びに地域包括支援センター等関係機関との連携 

(5) 継続した医療、看護及び介護を提供するための地域連携クリニカルパスの普及並びに推進に必要な関係機関との連携 

(6) 前各号に掲げるもののほか、がん医療の推進のために必要な施策 

（緩和ケアの推進） 

第１０条 市は、大阪府等と連携し、がん患者の身体的若しくは精神的苦痛又は社会生活上の不安その他のがんに伴う負担の軽減を目的とする医療、看護、介護その他の行為（以下「緩和ケア」とい

う。）の充実を図るため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。 

(1) 緩和ケア病棟、緩和ケアチーム及び緩和ケア外来の整備 

(2) 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の研修 

(3) がんと診断された段階からのがん患者の状況に応じた緩和ケアの推進 

(4) 緩和ケアに関する専門医療機関並びに緩和ケアに係る関係者及び団体との連携協力体制の整備 

(5) 在宅において緩和ケアを受けることができる体制の整備 

(6) 前各号に掲げるもののほか、緩和ケアの推進のために必要な施策 

 

 

課題 

・拠点病院等と地域医療機関との連携不足による適切な医療の提供が出来ていない 

 

 

主な取組み内容 

条例 実施主体 
対象 

（働きかけが必要な相手） 
事業名等 主な内容 実績など 

第９条 
府やがん診療拠点病

院等 
医療機関等 

がん診療拠点病院等との連

携 

府やがん診療拠点病院等で組織する「堺市医療圏がん診療ネットワーク協議会」を

通じて関係機関と連携を深め課題の解決に向けた検討を実施。 

堺市医療圏がん診療ネットワー

ク協議会への参加 

第１０

条 
 医療機関等 

緩和ケアに関する関係機関

等との連携 

現段階において堺市が取り組むべき課題の抽出や情報収集には至っていないため、

今後緩和ケアに関して活動を行っている会議などに出席し情報収集に努め、府やが

ん診療拠点病院等と連携し切れめのない医療体制の整備に努める。 
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第二期大阪府がん対策推進計画【平成２５年３月】抜粋 
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がん患者等への支援 

１ がん患者及び家族の療養生活の質の維持向上、精神的な苦痛又は社会生活上の不安その他がんに伴う負担軽減 

条例 

（がん患者等への支援） 

第１３条 市は、がん患者の療養生活の質の維持向上及びがん患者の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安その他のがんに伴う負担の軽減に資するため、医療機関等と連携し、次の各号に掲げる施策の推

進に努めるものとする。 

(1) がん患者及びその家族等に対する相談体制の充実強化 

(2) がん患者及びその家族等で構成される団体その他の団体が、他のがん患者等に対して、自らの経験等を生かして行う活動の支援 

(3) 前２号に掲げるもののほか、がん患者及びその家族等の支援のために必要な施策 

 

課題 

・療養生活における相談窓口での適切な情報提供が必要であるが窓口の連携が不足 

 

堺市での主な取組み内容 

条例 実施主体 
対象 

（働きかけが必要な相手） 
事業名等 主な内容 実績など 

第１３

条(1) 
市 市民 

がんに関する相談窓口 

堺市で設置している医療相談窓口や保健センターによる相談の受付 

 

今後は相談窓口の機能強化とがん診療連携拠点病院等との連携を深め、情報の共

有と市民への適切な情報提供を行う。 

平成２４年度実績 

・内訳 相談 440件 

    その他苦情等 430件 

就職困難者のための就労相

談 

働く意欲・希望がありながら様々な阻害要因を抱え、雇用・就労を実現できない

でいる就職困難者等を支援するため、地域の関係機関との連携のもと各種支援を

展開し、雇用・就労につなげ、一人ひとりの自立・就労を支援する。 
平成２３年度実績 

相談件数 492件 

平成２４年度実績 

相談件数 699件 

労働相談 解雇、賃金未払問題等に関する相談を実施 

第１３

条(2) 
市 市民 健康教育 患者等による講演会の開催 

平成２４年度実績 

４回開催 参加者数延べ 156人 

平成２５年度実績（10月末まで） 

５回開催 参加者数延べ 145人 

 

 


